
「小規模企業共済 掛金納付状況及び貸付限度額等のお知らせ」 の発送について 

2026.03.25  

令和 8 年 3 月 10 日（火曜）より、小規模企業共済のご契約者様に対し、「小規模企業共

済 掛金納付状況及び貸付限度額等のお知らせ」を順次発送しております。 

例年、ご転居等により機構からの郵送物が届かないご契約者様がおられますので、委託機

関の皆様におかれましては、ご契約者さまに対し、住所変更等が生じた際に「届出事項変

更申出書」をご提出いただくよう、ご案内をお願いいたします。 

 

また、「小規模企業共済 掛金納付状況及び貸付限度額等のお知らせ」の送付状裏面に

「小規模企業共済に関する加入資格の再確認のお願い」を記載しております。 

加入資格に関し継続的に注意喚起を行っていくという意図であり、加入資格に関し懸念等

がないご契約者様は特段対応いただくことはございません。 

ご契約者様からお問合せ等があった際は、「加入資格のない例」に該当するなど加入資格に

懸念等がある場合のみ、共済相談室にご相談いただくようご案内をお願いいたします。 

 


